
◎
金
融
商
品
取
引
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律

（
平
成
二
〇
年
六
月
一
三
日
法
律
第
六
五
号
）

一
、
提
案
理
由（
平
成
二
〇
年
四
月
二
五
日
・
衆
議
院
財
務
金
融
委

員
会

）

○
渡
辺
国
務
大
臣

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
金
融
商
品
取
引
法
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
提
案
の
理
由
及
び
そ
の
内

容
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

我
が
国
金
融
資
本
市
場
の
競
争
力
の
強
化
は
、
一
千
五
百
兆
円
に
及
ぶ

家
計
金
融
資
産
に
適
切
な
投
資
機
会
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
内
外
の
企

業
等
に
成
長
資
金
を
適
切
に
供
給
す
る
等
の
観
点
か
ら
、
極
め
て
重
要
な

課
題
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
、
必
要
な
制
度

整
備
を
行
う
た
め
、
本
法
律
案
を
提
出
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

以
下
、
こ
の
法
律
案
の
内
容
に
つ
き
ま
し
て
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

第
一
に
、
多
様
な
資
産
運
用
、
調
達
機
会
の
提
供
を
促
進
す
る
た
め
、

特
定
投
資
家
、
い
わ
ゆ
る
プ
ロ
投
資
家
に
直
接
の
参
加
者
を
限
定
し
た
取

引
所
金
融
商
品
市
場
を
開
設
で
き
る
こ
と
と
し
、
こ
の
市
場
に
関
連
し
た

情
報
提
供
の
枠
組
み
等
に
つ
い
て
所
要
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
て
お
り

ま
す
。
ま
た
、
上
場
投
資
信
託
、
い
わ
ゆ
る
Ｅ
Ｔ
Ｆ
に
つ
い
て
、
商
品
現

物
と
交
換
可
能
な
投
資
信
託
を
導
入
で
き
る
よ
う
に
す
る
な
ど
、
そ
の
多

様
化
を
可
能
と
す
る
枠
組
み
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

第
二
に
、
多
様
で
質
の
高
い
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
促
進
す
る
た

め
、
証
券
会
社
、
銀
行
、
保
険
会
社
等
の
間
の
役
職
員
の
兼
職
規
制
を
撤

廃
す
る
と
と
も
に
、
証
券
会
社
、
銀
行
、
保
険
会
社
等
に
対
し
て
利
益
相

反
管
理
体
制
の
整
備
を
求
め
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
商
品
現

物
取
引
、
排
出
量
取
引
、
投
資
助
言
業
務
等
に
係
る
銀
行
・
保
険
会
社
グ

ル
ー
プ
の
業
務
範
囲
の
拡
大
を
図
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

第
三
に
、
公
正
、
透
明
で
信
頼
性
の
あ
る
市
場
の
構
築
を
図
る
た
め
、

金
融
商
品
取
引
法
に
お
け
る
課
徴
金
制
度
に
つ
い
て
、
算
定
方
法
の
見
直

し
、
対
象
範
囲
の
拡
大
及
び
除
斥
期
間
の
延
長
等
を
行
う
こ
と
と
し
て
お

り
ま
す
。

以
上
が
、
こ
の
法
律
案
の
提
出
理
由
及
び
そ
の
内
容
で
あ
り
ま
す
。

何
と
ぞ
、
御
審
議
の
上
、
速
や
か
に
御
賛
同
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願

い
申
し
上
げ
ま
す
。

二
、
衆
議
院
財
務
金
融
委
員
長
報
告（
平
成
二
〇
年
五
月
二
七
日
）

○
原
田
義
昭
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
財
務
金
融
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し

上
げ
ま
す
。

本
案
は
、
我
が
国
金
融
資
本
市
場
の
競
争
力
の
強
化
を
図
る
た
め
、
必
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融
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要
な
制
度
整
備
を
行
う
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
、
い
わ
ゆ
る
プ

ロ
投
資
家
に
直
接
の
参
加
者
を
限
定
し
た
取
引
所
金
融
商
品
市
場
の
創

設
、
上
場
投
資
信
託
、
い
わ
ゆ
る
Ｅ
Ｔ
Ｆ
の
多
様
化
、
証
券
会
社
、
銀
行
、

保
険
会
社
に
係
る
兼
職
規
制
の
撤
廃
及
び
利
益
相
反
管
理
体
制
の
整
備
、

商
品
現
物
取
引
、
排
出
量
取
引
、
投
資
助
言
業
務
等
に
係
る
銀
行
・
保
険

会
社
グ
ル
ー
プ
の
業
務
範
囲
の
拡
大
、
課
徴
金
の
算
定
方
法
及
び
対
象
範

囲
の
見
直
し
等
で
ご
ざ
い
ま
す
。

本
案
は
、
去
る
四
月
二
十
四
日
当
委
員
会
に
付
託
さ
れ
、
翌
二
十
五
日

渡
辺
国
務
大
臣
か
ら
提
案
理
由
の
説
明
を
聴
取
し
た
後
、
質
疑
に
入
り
、

五
月
八
日
に
は
参
考
人
か
ら
の
意
見
聴
取
、
二
十
三
日
質
疑
を
終
局
し
、

討
論
を
行
い
、
採
決
い
た
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
本
案
は
賛
成
多
数
を
も
っ

て
原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま
し
た
。

な
お
、
本
案
に
対
し
附
帯
決
議
が
付
さ
れ
ま
し
た
こ
と
を
申
し
添
え
ま

す
。以

上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
附
帯
決
議（
平
成
二
〇
年
五
月
二
三
日
）

政
府
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
、
十
分
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

一

金
融
商
品
取
引
に
関
す
る
苦
情
等
に
対
し
、
公
正
か
つ
迅
速
で
透
明

性
の
高
い
解
決
を
図
る
た
め
、
金
融
分
野
に
お
け
る
裁
判
外
紛
争
処
理

機
能
の
更
な
る
拡
充
に
向
け
た
検
討
を
進
め
、
広
く
活
用
さ
れ
る
中
立

な
制
度
を
確
立
す
る
こ
と
。

一

証
券
会
社
関
係
者
に
よ
る
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
は
市
場
の
信
頼
を
根

底
か
ら
揺
る
が
す
重
大
な
違
法
行
為
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
自
主

規
制
機
関
と
の
連
携
強
化
を
図
り
つ
つ
、
証
券
会
社
関
係
者
の
証
券
取

引
に
対
す
る
監
視
体
制
を
強
化
す
る
こ
と
。

一

最
近
の
新
興
市
場
の
低
迷
を
踏
ま
え
、
市
場
の
健
全
な
育
成
を
図
り

つ
つ
投
資
家
の
保
護
を
強
化
す
る
た
め
、
取
引
所
が
新
興
市
場
に
お
け

る
上
場
基
準
の
適
用
に
つ
い
て
、
そ
の
適
正
化
に
向
け
た
検
討
を
推
進

す
る
と
と
も
に
、
調
達
資
金
が
事
業
目
的
に
適
合
し
、
効
率
的
に
使
用

さ
れ
る
よ
う
、
上
場
後
に
お
い
て
も
適
切
な
監
視
に
努
め
る
よ
う
促
す

こ
と
。

一

プ
ロ
向
け
市
場
に
参
加
す
る
特
定
投
資
家
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
そ

の
知
識
、
経
験
及
び
財
産
の
状
況
を
踏
ま
え
、
運
用
状
況
を
検
証
し
た

上
で
、投
資
家
保
護
の
観
点
か
ら
必
要
な
見
直
し
を
行
う
こ
と
。特
に
、

中
小
法
人
及
び
地
方
公
共
団
体
の
プ
ロ
向
け
市
場
へ
の
参
加
に
つ
い
て

は
、
慎
重
な
運
用
に
努
め
る
こ
と
。

一

フ
ァ
イ
ア
ー
ウ
ォ
ー
ル
規
制
の
見
直
し
に
つ
い
て
は
、
利
益
相
反
に

よ
る
弊
害
防
止
や
銀
行
等
の
優
越
的
地
位
の
濫
用
防
止
の
実
効
性
を
確

保
す
る
た
め
、
証
券
会
社
・
銀
行
等
・
保
険
会
社
の
利
益
相
反
管
理
体

制
の
整
備
に
対
す
る
厳
正
な
監
督
を
行
う
こ
と
。

金
融
商
品
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引
法
等
の
一
部
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改
正
す
る
法
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三
、
参
議
院
財
政
金
融
委
員
長
報
告（
平
成
二
〇
年
六
月
六
日
）

○
峰
崎
直
樹
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま

す
。本

法
律
案
は
、
我
が
国
金
融
・
資
本
市
場
の
競
争
力
の
強
化
を
図
る
た

め
、
金
融
に
関
す
る
知
識
を
有
す
る
特
定
の
投
資
家
に
参
加
者
を
限
定
し

た
市
場
を
創
設
す
る
と
と
も
に
、
投
資
信
託
商
品
の
多
様
化
、
金
融
商
品

取
引
業
者
に
係
る
兼
職
規
制
の
撤
廃
等
を
行
う
ほ
か
、
課
徴
金
に
つ
い
て

算
定
方
法
及
び
対
象
範
囲
を
見
直
す
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
り
ま
す
。

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
参
考
人
を
招
致
し
て
そ
の
意
見
を
聴
取
す

る
と
と
も
に
、
東
京
市
場
の
国
際
競
争
力
が
低
迷
し
て
い
る
理
由
、
プ
ロ

向
け
市
場
に
お
け
る
情
報
提
供
ル
ー
ル
の
具
体
的
要
件
、
フ
ァ
イ
ア
ウ

オ
ー
ル
規
制
を
緩
和
す
る
こ
と
の
是
非
等
に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し

た
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
譲
り
ま
す
。

質
疑
を
終
了
し
、
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
共
産
党
を
代
表

し
て
大
門
実
紀
史
委
員
よ
り
本
法
律
案
に
反
対
す
る
旨
の
意
見
が
述
べ
ら

れ
ま
し
た
。

討
論
を
終
了
し
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
多
数
を
も
っ
て
原
案
ど

お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

な
お
、
本
法
律
案
に
対
し
附
帯
決
議
が
付
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
附
帯
決
議（
平
成
二
〇
年
六
月
五
日
）

政
府
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
、
十
分
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

一

金
融
商
品
取
引
法
の
実
施
状
況
、
各
種
金
融
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
性

格
、
中
長
期
的
な
金
融
制
度
の
在
り
方
な
ど
も
踏
ま
え
、
よ
り
包
括
的

な
金
融
サ
ー
ビ
ス
法
制
に
つ
い
て
、
引
き
続
き
検
討
を
進
め
る
と
と
も

に
、
今
後
の
監
視
体
制
の
在
り
方
に
つ
い
て
も
横
断
的
な
投
資
家
保
護

法
制
の
整
備
の
観
点
か
ら
引
き
続
き
実
態
に
即
し
た
見
直
し
を
行
う
こ

と
。

一

金
融
商
品
取
引
に
関
す
る
苦
情
等
に
対
し
、
公
正
か
つ
迅
速
で
透
明

性
の
高
い
解
決
を
図
る
た
め
、
金
融
分
野
に
お
け
る
裁
判
外
紛
争
処
理

機
能
の
更
な
る
拡
充
に
向
け
た
検
討
を
進
め
、
広
く
活
用
さ
れ
る
中
立

な
制
度
を
確
立
す
る
こ
と
。

一

証
券
会
社
関
係
者
に
よ
る
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
は
市
場
の
信
頼
を
根

底
か
ら
揺
る
が
す
重
大
な
違
法
行
為
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
自
主

規
制
機
関
と
の
連
携
強
化
を
図
り
つ
つ
、
証
券
会
社
関
係
者
の
証
券
取

引
に
対
す
る
監
視
体
制
を
強
化
す
る
こ
と
。

一

最
近
の
新
興
市
場
の
低
迷
を
踏
ま
え
、
市
場
の
健
全
な
育
成
を
図
り

つ
つ
投
資
家
の
保
護
を
強
化
す
る
た
め
、
取
引
所
が
新
興
市
場
に
お
け

金
融
商
品
取
引
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

二
〇
四



る
上
場
基
準
の
適
用
に
つ
い
て
、
そ
の
適
正
化
に
向
け
た
検
討
を
推
進

す
る
と
と
も
に
、
調
達
資
金
が
事
業
目
的
に
適
合
し
、
効
率
的
に
使
用

さ
れ
る
よ
う
、
上
場
後
に
お
い
て
も
適
切
な
監
視
に
努
め
る
よ
う
促
す

こ
と
。

一

プ
ロ
向
け
市
場
に
参
加
す
る
特
定
投
資
家
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
そ

の
知
識
、
経
験
及
び
財
産
の
状
況
を
踏
ま
え
、
運
用
状
況
を
検
証
し
た

上
で
、投
資
家
保
護
の
観
点
か
ら
必
要
な
見
直
し
を
行
う
こ
と
。特
に
、

中
小
法
人
及
び
地
方
公
共
団
体
の
プ
ロ
向
け
市
場
へ
の
参
加
に
つ
い
て

は
、
慎
重
な
運
用
に
努
め
る
こ
と
。

一

フ
ァ
イ
ア
ー
ウ
ォ
ー
ル
規
制
の
見
直
し
に
つ
い
て
は
、
利
益
相
反
に

よ
る
弊
害
防
止
や
銀
行
等
の
優
越
的
地
位
の
濫
用
防
止
の
実
効
性
を
確

保
す
る
た
め
、
証
券
会
社
・
銀
行
等
・
保
険
会
社
の
利
益
相
反
管
理
体

制
の
整
備
に
対
す
る
厳
正
な
監
督
を
行
う
こ
と
。

一

課
徴
金
制
度
に
つ
い
て
は
、
機
動
的
な
執
行
に
努
め
る
と
と
も
に
、

今
後
の
実
施
状
況
等
も
踏
ま
え
、
制
度
全
般
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
引

き
続
き
実
効
的
な
抑
止
効
果
を
も
た
ら
す
よ
う
検
討
を
進
め
る
こ
と
。

一

国
内
排
出
量
取
引
制
度
を
支
え
る
市
場
整
備
の
た
め
の
検
討
に
当

た
っ
て
は
、
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
使
っ
た
取
引
制
度
が
、
円
滑
な
価
格

形
成
に
資
す
る
よ
う
留
意
し
つ
つ
、
諸
外
国
の
動
向
も
踏
ま
え
、
我
が

国
の
実
情
に
即
し
た
制
度
設
計
と
な
る
よ
う
配
意
す
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。

金
融
商
品
取
引
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

二
〇
五


